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（金曜日）
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平成��年
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○
筑
後
川
水
系
佐
賀
江
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定

　

さ
れ
る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
〇
・
河
川
砂
防
課
） 
一

○
筑
後
川
水
系
巨
勢
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ

　

れ
る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
一
・　
　

〃　
　

） 
一

○
筑
後
川
水
系
佐
賀
江
川
及
び
同
水
系
巨
勢
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸

　

水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
二
・　
　

〃　
　

） 
二

○
嘉
瀬
川
水
系
八
田
江
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ

　

れ
る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
三
・　
　

〃　
　

） 
二

○
嘉
瀬
川
水
系
本
庄
江
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ

　

る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
四
・　
　

〃　
　

） 
二

○
嘉
瀬
川
水
系
祗
園
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ

　

る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
五
・　
　

〃　
　

） 
二

○
六
角
川
水
系
牛
津
江
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ

　

れ
る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
六
・　
　

〃　
　

） 
二

○
六
角
川
水
系
晴
気
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ

　

る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
七
・　
　

〃　
　

） 
三

○
六
角
川
水
系
今
出
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定

　

さ
れ
る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
八
・　
　

〃　
　

） 
三

○
六
角
川
水
系
中
通
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定

　

さ
れ
る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
七
九
・　
　

〃　
　

） 
三

○
福
所
江
水
系
副
所
江
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ

　

る
水
深  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
八
〇
・　
　

〃　
　

） 
三
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○
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
建
設
・
技
術
課
） 
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
届  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
土
地
対
策
課
） 
八

○　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（　
　

〃　
　

） 
八

�
�
�
�
�
�
�
	



◎
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
及
び
小
額
領
収
書
等

　

の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
告
示
・
五
〇
） 
八

�
�
�
�
�
�
�

○
平
成
二
十
一
年
度
佐
賀
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
の
実
施  
�
�
�
�（
公　

告
） 
九

�
�
�
�
�
�
�

◎
佐
賀
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則  
�
�
�
�
�
�
�（
規
則
・
一
七
） 
一
二

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
筑

後
川
水
系
巨
勢
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

�
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
筑

後
川
水
系
佐
賀
江
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合

に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年

建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
、
佐
賀
土
木
事
務
所
及
び
神
埼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
、
佐
賀
土
木
事
務
所
及
び
神
埼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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�
�
�
�
�
	


�
�


　

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
筑

後
川
水
系
佐
賀
江
川
及
び
同
水
系
巨
勢
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域

及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行

規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
、
佐
賀
土
木
事
務
所
及
び
神
埼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
嘉

瀬
川
水
系
八
田
江
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
嘉

瀬
川
水
系
本
庄
江
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
嘉

瀬
川
水
系
祇
園
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六

角
川
水
系
牛
津
江
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合

に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年

建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六

角
川
水
系
晴
気
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六

角
川
水
系
今
出
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六

角
川
水
系
中
通
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

所
江
水
系
福
所
江
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建

設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
県
土
づ
く
り
本
部
河
川
砂
防
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

��

��
�

�

　
平
成
２１
年
度
及
び
平
成
２２
年
度
に
お
い
て
佐
賀
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等
に
つ
い
て
、

佐
賀
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
２８
年
佐
賀
県
規
則
第

２１
号
）
及
び
佐
賀
県
特
定
調
達
契
約
規
則
（
平
成
７
年
佐
賀
県
規
則
第
６４
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
資
格
、
申
請
方
法
等
を
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
公
告
に
定
め
る
資
格
審
査
の
手
続
は
、
１９９４

年
４
月
１５
日
に
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で

作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
。

　
　
平
成
２０
年
１２
月
２６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
業
種
の
区
分

�
　
建
設
工
事
　
建
設
業
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１００
号
）
第
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
建

設
工
事
の
種
類
に
よ
る
。
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�
　
建
設
関
連
業
務

ア
　
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
　
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
定
（
昭

和
５２
年
建
設
省
告
示
第
７１７
号
）第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

業
務
の
部
門
に
よ
る
。

イ
　
建
築
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
　
建
築
士
事
務
所
部
門
及
び
建
築
関
係
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
部
門
の
２
部
門
に
よ
る
。

ウ
　
補
償
関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
　
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
定
（
昭
和
５９

年
建
設
省
告
示
第
１３４１

号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業

務
の
部
門
に
よ
る
。

　
　
エ
　
地
質
調
査
業
務

　
　
オ
　
測
量
業
務

　
　
カ
　
環
境
調
査
業
務

　
　
キ
　
そ
の
他

２
　
申
請
の
対
象
者

�
　
平
成
２０
年
９
月
２６
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
１３０８８

号
に
よ
る
申
請
の
時
期
ま
で
に
申

請
書
 類
を
提
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
者
で
申
請
し
て
い
な
い
者

�
　
佐
賀
県
特
定
調
達
契
約
規
則
第
２
条
第
１
項
第
４
号
で
定
め
る
特
定
調
達
契
約
（
以

下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。）
に
係
る
競
争
入
札
に
限
り
有
効
な
競
争
入
札
参
加
資

格
の
申
請
を
行
う
者

３
　
申
請
の
時
期

　
平
成
２１
年
１
月
１４
日
か
ら
平
成
２１
年
１
月
１６
日
ま
で
。
た
だ
し
、
特
定
調
達
契
約
に
係

る
競
争
入
札
に
限
り
有
効
な
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
随
時

の
受
付
を
行
う
。

４
　
申
請
の
方
法

　
�
　
申
請
書
類

　
競
争
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
書
類
を
添
え
て
申

請
す
る
こ
と
。

　
　
ア
　
県
内
に
本
店
を
有
す
る
建
設
工
事
業
者
が
提
出
す
る
書
類

�
　
資
格
審
査
申
請
書

�
　
８０
円
切
手

�
　
申
請
書
受
理
票

�
　
佐
賀
県
に
納
め
る
べ
き
税
に
未
納
の
額
が
無
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

�
　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
未
納
の
額
が
無
い
こ
と
を
証
す
る
書
類（
写
し
可
）

�
　
平
成
１８
年
１０
月
 １
日
か
ら
平
成
１９
年
 ９
月
３０
日
ま
で
の
間
に
審
査
基
準
日
が

あ
る
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

�
　
平
成
１９
年
１０
月
 １
日
か
ら
平
成
２０
年
 ９
月
３０
日
ま
で
の
間
に
審
査
基
準
日
が

あ
る
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し
（
た
だ
し
、
平
成
２０
年
１
月
に
改
正
さ
れ
た
基

準
に
よ
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し
と
す
る
。）

�
　
平
成
１９
年
 １
月
 １
日
か
ら
平
成
２０
年
１２
月
３１
日
ま
で
の
間
に
建
設
業
法
第
２８

条
の
規
定
に
よ
る
指
示
処
分
又
は
営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
通

知
書
の
写
し

�
　
平
成
２０
年
 ９
月
３０
日
の
時
点
に
お
い
て
有
効
な
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
国
際
標
準
化
機
構
）

９００１
及
び
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１４００１

の
認
証（
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協
会
又
は
Ｉ
Ａ
Ｆ

（
国
際
認
定
機
関
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に
お
け
る
国
際
相
互
承
認
協
定
を
締
結
し
て
い

る
認
定
機
関
が
認
定
し
た
審
査
登
録
機
関
が
認
証
し
た
も
の
に
限
る
。）及

び
エ
コ

ア
ク
シ
ョ
ン
２１
の
認
証
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
登
録
証
の
写
し

�
　
平
成
２０
年
９
月
 ３０
日
の
直
前
２
年
間
に
建
設
業
許
可
を
取
得
し
３
年
以
上
経

過
し
て
い
る
県
内
に
本
店
を
有
す
る
建
設
工
事
業
者
同
士
の
合
併
又
は
事
業
譲
渡

を
し
て
い
る
場
合
は
、
合
併
・
事
業
譲
渡
に
係
る
申
告
書
、
合
併
・
事
業
譲
渡
に

係
る
契
約
書
の
写
し
、
合
併
・
事
業
譲
渡
を
し
た
建
設
業
者
の
建
設
業
許
可
通
知

書
の
写
し
、
合
併
・
事
業
譲
渡
に
よ
り
建
設
業
許
可
を
全
部
廃
業
し
た
建
設
業
者

の
廃
業
届
の
写
し
及
び
合
併
・
事
業
譲
渡
に
係
る
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し
又

は
佐
賀
県
に
提
出
し
た
総
合
評
定
値
請
求
書
の
写
し

�
　
経
営
事
項
評
価
点
数
の
対
象
期
間
に
、
建
設
業
以
外
の
日
本
標
準
産
業
分
類
へ
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進
出
し
、５００

万
円
以
上
支
出
し
て
い
る
場
合
（
新
会
社
設
立
又
は
共
同
出
資
に
て

新
会
社
を
設
立
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。）
は
、
新
分
野
進
出
申
告
書
、
建
設
業
以

外
の
産
業
分
類
の
事
業
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
及

び
新
分
野
進
出
に
要
し
た
支
出
（
５００
万
円
以
上
）
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
。
さ

ら
に
、
新
会
社
を
設
立
し
た
場
合
は
、
新
会
社
の
商
業
登
記
簿
謄
本
及
び
定
款
の

写
し

�
　
平
成
２０
年
９
月
３０
日
の
時
点
に
お
い
て
、
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
（
障

害
者
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３５
年
法
律
第
１２３
号
）（
以
下
「
障
害

者
雇
用
促
進
法
」
と
い
う
。）
第
４３
条
に
係
る
障
害
者
雇
用
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合
を
除
く
。）
は
、
障
害
者
雇
用
に
係
る
申
告
書
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
佐
賀
県
寮

育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
写
し
、
平
成
１９
年
１０
月
 １
日
か
ら
平

成
２０
年
 ９
月
３０
日
ま
で
の
間
に
審
査
基
準
日
が
あ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
る

際
に
佐
賀
県
に
提
出
し
た
技
術
職
員
名
簿
、
職
員
名
簿
の
写
し
又
は
健
康
保
険
厚

生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
通
知
書
の
写
し
。
さ
ら
に
、
障
害
者
雇
用
促
進

法
に
基
づ
き
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
の
雇
用
義
務
が
あ
る
場
合
は
、
同
法

第
４３
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
平
成
２０
年
 ６
月
１

日
の
時
点
の
報
告
書
の
写
し

�
　
平
成
２０
年
９
月
３０
日
の
直
前
２
年
間
に
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
校
又
は
専

修
学
校
を
卒
業
し
た
者
を
卒
業
後
６
ヵ
月
以
内
に
採
用
し
、
そ
の
者
が
平
成
２０
年

９
月
３０
日
の
時
点
に
お
い
て
在
籍
す
る
場
合
は
、
新
規
学
卒
者
雇
用
に
係
る
申
告

書
、
卒
業
証
書
又
は
卒
業
証
明
書
の
写
し
、
平
成
１９
年
１０
月
 １
日
か
ら
平
成
２０
年
 

９
月
３０
日
ま
で
の
間
に
審
査
基
準
日
が
あ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
際
に
佐
賀

県
に
提
出
し
た
技
術
職
員
名
簿
又
は
職
員
名
簿
の
写
し
及
び
採
用
時
の
健
康
保
険

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
通
知
書
の
写
し

�
　
平
成
２０
年
９
月
３０
日
の
時
点
に
お
い
て
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
１６
年
法
律
第
１６
号
）
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置

又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関

す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７６
号
）
に
規
定
す
る
育
児
休
業
及
び
介
護
休
業
に

つ
い
て
、
就
業
規
則
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
定
め
て
い
る
場
合
は
、
高
年
齢

者
雇
用
制
度
・
男
女
共
同
参
画
制
度
の
措
置
に
係
る
申
告
書
及
び
平
成
２０
年
９
月

３０
日
ま
で
に
労
働
基
準
監
督
署
に
提
出
し
た
就
業
規
則
の
写
し
又
は
就
業
規
則
に

準
ず
る
も
の
の
写
し

�
　
平
成
２０
年
９
月
３０
日
の
直
前
２
年
間
に
各
年
１
回
以
上
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
地

域
貢
献
活
動
を
し
た
場
合
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
地
域
貢
献
活
動
報
告
書
及
び
当

該
活
動
の
事
実
を
客
観
的
に
確
認
で
き
る
も
の

�
　
平
成
２０
年
９
月
３０
日
の
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
に
加
入

し
て
い
る
場
合
で
、
直
前
１
年
間
（
平
成
１９
年
１０
月
１
日
か
ら
平
成
２０
年
９
月
３０

日
ま
で
）
に
５
割
以
上
の
活
動
に
参
加
し
て
い
る
場
合
は
、
建
設
業
労
働
災
害
防

止
協
会
又
は
所
属
団
体
の
活
動
証
明
書

�
　
過
去
に
佐
賀
県
、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
又
は
佐
賀
県
警
察
本
部
が
発
注
し
た
工

事
を
受
注
し
、
か
つ
、
当
該
工
事
に
つ
い
て
平
成
１６
年
１０
月
１
日
か
ら
平
成
２０
年
 

９
月
３０
日
ま
で
の
間
に
完
成
検
査
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
当
該
工
事
の
工
事
成

績
評
定
通
知
書
の
写
し
。
な
お
、
こ
の
期
間
に
完
成
検
査
を
受
け
、
工
事
成
績
評

定
通
知
書
を
受
領
し
て
い
な
い
場
合
は
、
平
成
１６
年
１０
月
１
日
か
ら
平
成
２０
年
９

月
３０
日
ま
で
の
請
負
契
約
書
の
写
し
（
当
該
工
事
を
建
設
工
事
共
同
企
業
体
に
よ

り
受
注
し
た
場
合
は
、
共
同
企
業
体
協
定
書
を
含
む
。）

�
　
建
設
工
事
の
う
ち
土
木
一
式
工
事
及
び
舗
装
工
事
へ
の
入
札
参
加
を
希
望
す
る

も
の
で
、
社
団
法
人
全
国
土
木
施
工
管
理
技
士
会
連
合
会
の
継
続
学
習
制
度
（
Ｃ

Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
を
受
講
し
て
い
る
場
合
は
、
平
成
２０
年
 ９
月
３０
日
の
時
点
に
お
け
る
学

習
履
歴
証
明
書
の
写
し
。

　
　
ま
た
、
建
設
工
事
の
う
ち
建
築
一
式
工
事
へ
の
入
札
参
加
を
希
望
す
る
も
の
で
、

社
団
法
人
日
本
建
築
士
会
の
継
続
学
習
制
度
（
Ｃ
Ｐ
Ｄ
）
を
受
講
し
て
い
る
場
合

は
、
平
成
２０
年
 ９
月
３０
日
の
時
点
に
お
け
る
研
修
履
歴
証
明
書
の
写
し
。

�
　
佐
賀
県
建
設
業
者
施
行
能
力
等
級
評
定
要
領
第
５
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
現
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級
維
持
を
希
望
す
る
場
合
は
、
当
該
希
望
に
係
る
申
告
書

�
　
平
成
１９
年
１０
月
 １
日
か
ら
平
成
２０
年
 ９
月
３０
日
ま
で
の
間
に
審
査
基
準
日
が

あ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
際
に
佐
賀
県
に
提
出
し
た
技
術
職
員
名
簿
の
写
し

及
び
技
術
職
員
名
簿
で
確
認
が
で
き
な
い
技
術
職
員
の
資
格
を
証
す
る
書
類
の
写

し

�
　
建
設
工
事
の
う
ち
舗
装
工
事
､電
気
工
事
､管
工
事
及
び
造
園
工
事
へ
の
入
札
参

加
を
希
望
す
る
も
の
で
、
平
成
２０
年
 ９
月
３０
日
の
時
点
に
お
い
て
有
効
な
資
格

（
舗
装
工
事
に
あ
っ
て
は
「
舗
装
施
工
管
理
技
術
者
」、
電
気
工
事
に
あ
っ
て
は

「
電
気
工
事
士
、
電
気
主
任
技
術
者
」、
管
工
事
に
あ
っ
て
は
「
空
気
調
和
設
備
配

管
・
冷
凍
空
調
和
機
器
施
工
、
給
排
水
衛
生
設
備
配
管
、
配
管
・
配
管
工
」、
造
園

工
事
に
あ
っ
て
は
「
造
園
」
の
資
格
）
を
有
す
る
技
能
士
等
が
い
る
場
合
は
、
そ

の
資
格
者
証
の
写
し
及
び
そ
の
者
の
健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
取

得
通
知
書
の
写
し
。
な
お
、
当
該
技
能
士
等
が
、（
ﾄ）
に
規
定
す
る
技
術
職
員
名

簿
の
写
し
に
記
載
さ
れ
、
確
認
で
き
る
場
合
は
、
不
要
。

�
　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
実
行
宣
言
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
実
行
宣
言
書

�
　
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
に
つ
い
て
代
理
人
に
よ
る
申
請
を
す
る
場
合
は
、
委

任
状

�
　
建
設
業
許
可
通
知
書
の
写
し
又
は
許
可
証
明
書

�
　
当
期
申
請
期
間
に
申
請
で
き
な
か
っ
た
顛
末
書

　
　
イ
　
県
外
に
本
店
を
有
す
る
建
設
工
事
業
者
が
提
出
す
る
書
類

�
　
ア
の
（
ｱ）
か
ら
（
ｷ）
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

�
　
平
成
１９
年
１０
月
 １
日
か
ら
平
成
２０
年
 ９
月
３０
日
ま
で
の
間
に
審
査
基
準
日
が

あ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
際
に
都
道
府
県
に
提
出
し
た
技
術
職
員
名
簿
の
写

し

�
　
建
設
業
の
許
可
を
受
け
た
営
業
所
に
契
約
に
関
す
る
こ
と
を
委
任
す
る
場
合
及

び
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
に
つ
い
て
代
理
人
に
よ
る
申
請
を
す
る
場
合
は
、
委

任
状

�
　
建
設
業
の
許
可
を
受
け
た
営
業
所
に
契
約
に
つ
い
て
委
任
す
る
場
合
は
、
建
設

業
法
に
基
づ
き
都
道
府
県
に
提
出
し
た
建
設
業
許
可
申
請
書
及
び
別
表
の
写
し

�
　
当
期
申
請
期
間
に
申
請
で
き
な
か
っ
た
顛
末
書

ウ
　
特
定
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
限
り
有
効
な
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
を

行
う
建
設
工
事
業
者
が
提
出
す
る
書
類

�
　
ア
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
イ
の
�
か
ら
�
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

�
　
建
設
業
許
可
通
知
書
の
写
し
又
は
許
可
証
明
書

エ
　
県
内
に
本
店
を
有
す
る
建
設
関
連
業
者
が
提
出
す
る
書
類

�
　
ア
の
�
か
ら
�
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
　

�
　
入
札
参
加
を
希
望
す
る
業
種
に
つ
い
て
国
又
は
県
の
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し

�
　
測
量
業
務
へ
の
入
札
参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
、
測
量
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第

１８８
号
）
に
基
づ
き
国
に
提
出
し
た
書
類
の
う
ち
、
保
有
す
る
す
べ
て
の
営
業
所

が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

�
　
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
、
補
償
関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
及

び
地
質
調
査
業
務
へ
の
入
札
参
加
を
希
望
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
国
の

登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
国
に
提
出
し
た
書
類
の
う
ち
、
保
有
す
る
す
べ
て

の
営
業
所
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し
（
国
の
受
付
印
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限

る
。）

�
　
商
業
登
記
簿
謄
本
又
は
代
表
者
身
元
証
明
書
（
入
札
参
加
を
希
望
す
る
業
種
に

つ
い
て
国
又
は
都
道
府
県
の
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
を
除
く
。）

�
　
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
に
つ
い
て
代
理
人
に
よ
る
申
請
を
す
る
場
合
は
、
委

任
状
 

�
　
当
期
申
請
期
間
に
申
請
で
き
な
か
っ
た
顛
末
書

オ
　
県
外
に
本
店
を
有
す
る
建
設
関
連
業
者
が
提
出
す
る
書
類

�
　
ア
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
エ
の
�
か
ら
�
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
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�
　
入
札
参
加
を
希
望
す
る
業
種
（
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
、
補
償

関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
、
地
質
調
査
業
務
及
び
測
量
業
務
に
限
る
。）
に
つ
い

て
国
又
は
都
道
府
県
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し

�
　
建
築
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
（
建
築
士
事
務
所
部
門
に
限
る
。）
へ
の

入
札
参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
２５
年
法
律
第
２０２
号
）
第
２３
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し

�
　
営
業
所
に
契
約
に
関
す
る
こ
と
を
委
任
す
る
場
合
及
び
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
に
つ
い
て
代
理
人
に
よ
る
申
請
を
す
る
場
合
は
、
委
任
状

�
　
当
期
申
請
期
間
に
申
請
で
き
な
か
っ
た
顛
末
書

　
�
　
申
請
書
様
式
の
入
手
方
法

　
佐
賀
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http：

//w
w
w
.pref.saga.lg.jp/）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

　
　
　
な
お
、
佐
賀
県
内
の
土
木
事
務
所
及
び
農
林
事
務
所
で
も
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

　
�
　
申
請
書
類
の
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

申
請
書
類
は
、
次
の
場
所
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

佐
賀
市
城
内
一
丁
目
１
番
５９
号

佐
賀
県
県
土
づ
く
り
本
部
建
設
・
技
術
課
入
札
・
契
約
担
当

電
話
　
０９５２

-２５
-７１０２

５
　
申
請
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

　
　
申
請
書
類
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と
。

　
申
請
書
類
中
の
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
２２
年
大
蔵
省
令
第

９５
号
）
第
１６
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、
記
載
す

る
こ
と
。

６
　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

�
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
第
１
項
及
び
第
１６７

条
の
１１
第
１
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

　
な
お
、
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要

な
同
意
を
得
て
い
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
。

�
　
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７
条
の
４
第
２
項
及
び
第
１６７
条
の
１１
第
１
項
の
規
定
に
該

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
２
年
を
経
過
し
な
い
も
の

　
�
　
経
営
状
況
が
著
し
く
不
健
全
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　
�
　
建
設
業
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
な
い
建
設
工
事
業
者

�
　
申
請
を
行
お
う
と
す
る
建
設
工
事
の
種
類
に
つ
い
て
建
設
業
法
第
２７
条
の
２３
の
規
定

に
よ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
な
い
建
設
工
事
業
者

７
　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
認
定

　
申
請
内
容
及
び
当
該
申
請
者
に
係
る
信
用
状
況
、
工
事
施
行
成
績
、
営
業
状
態
等
を
審

査
し
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
１
に
掲
げ
る
建
設
工
事
の
種
類
又
は
建
設
関
連

業
務
の
種
類
若
し
く
は
部
門
ご
と
に
競
争
入
札
参
加
資
格
を
認
定
す
る
。

　
６
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加

資
格
が
な
い
と
認
定
す
る
。

８
　
資
格
審
査
結
果
の
通
知

　
　
｢入
札
参
加
資
格
決
定
通
知
書
｣に
よ
り
通
知
す
る
。

９
　
資
格
の
有
効
期
間
及
び
更
新
手
続

　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
平
成
２１
年
 ４
月
 １
日
か
ら
平
成
２３
年
 ３
月
３１

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
限
り
有
効
な
競
争
入
札

参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
認
定
の
日
か
ら
平
成
２３
年
 ３
月
３１
日
ま
で
と
す
る
。

　
上
記
有
効
期
間
の
経
過
後
も
引
き
続
き
競
争
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、

平
成
２２
年
９
月
頃
に
平
成
２３
年
度
及
び
平
成
２４
年
度
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の

資
格
に
関
す
る
公
告
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
当
該
公
告
に
従
い
競
争
入
札
参
加
資
格
の

審
査
申
請
を
行
う
こ
と
。

１０　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し

　
申
請
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
及
び
６
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。
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就
退
任
年
月
日

住
　
　
　
　
　
所

氏
　
　
名

役
職
名

平
成
２０
年
１１
月
２７
日
退
任

伊
万
里
市
波
多
津
町
中
山
９３３
番
地

田
中
　
　
仁

理
　
事

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
１８
条
第
１６
項
の
規
定
に
よ
り
、
伊
万
里
市
土

地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　
平
成
２０
年
１２
月
２６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
１８
条
第
１６
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
里
土
地
改

良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　
平
成
２０
年
１２
月
２６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

就
退
任
年
月
日

住
　
　
　
　
　
所

氏
　
　
名

役
職
名

平
成
２０
年
１２
月
７
日
退
任

伊
万
里
市
二
里
町
中
里
甲
３７７３

番
地

前
田
　
　
大

理
　
事

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
及
び
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開

示
に
関
す
る
規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　

��

�
�
�
�
�
	


�
�

　
　
　

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
及
び
少
額
領
収
書
等
の
写
し

　
　
　

の
開
示
に
関
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

�
�
�　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

に
基
づ
く
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
及
び
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
つ
い
て
は
、

法
、
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。）
及
び
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
定
義
）

�
�
�　

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
」
と
は
、
令
第
十
八
条
に
規
定

す
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
を
い
う
。

２　

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
」
と
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
一
項

に
規
定
す
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
い
う
。

　

（
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
閲
覧
）

�
�
�　

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
う
ち
佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
県
委
員
会
」

と
い
う
。）
に
お
い
て
受
理
し
た
も
の
の
閲
覧
は
、
県
委
員
会
の
事
務
室
に
お
い
て
、
執
務

時
間
中
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
指
定
さ
れ
た
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
丁
重
に
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚
損
又
は
加
筆
等
の
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４　

前
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
は
、
係
員
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又

は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
）

�
�
�　

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
委
員
会
の
受
理
し
た
収
支
報
告
閲

覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求

者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
開
示
請
求

書
」
と
い
う
。）
を
県
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

二　

写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
並
び
に
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に

係
る
収
入
及
び
支
出
が
さ
れ
た
年

三　

求
め
る
写
し
の
交
付
の
方
法
（
複
数
の
実
施
の
方
法
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
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の
旨
及
び
当
該
複
数
の
実
施
の
方
法
、
写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対

象
文
書
の
部
分
ご
と
に
異
な
る
写
し
の
交
付
の
方
法
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の

旨
及
び
当
該
部
分
ご
と
の
写
し
の
交
付
の
方
法
）

四　

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
を
求
め
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２　

県
委
員
会
は
、
開
示
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
請
求
者
に

対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
県
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

県
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た

日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
開
示
又
は
非
開
示
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た

日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

４　

県
委
員
会
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
の
決

定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
期
間
の
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

県
委
員
会
は
、
延
長
す
る
期
間
及
び
そ
の
理
由
を
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
が
著
し
く
大
量
で
あ
る

た
め
、
当
該
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
第

三
項
の
決
定
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
、
同
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
委
員
会
は
、
当
該
請
求
に
係
る

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
決
定
を
し
、
残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
同

項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
同
項

に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
請
求
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
項
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二　

残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
期

限

６　

県
委
員
会
は
、
開
示
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
請
求
者
に
対
し
て
、
収
支

報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
費
用
の
負
担
）

�
�
�　

前
条
第
三
項
又
は
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
支
報
告
閲
覧

対
象
文
書
又
は
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
し

の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
当
該
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
を

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
は
佐
賀
県
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く

公
文
書
の
写
し
等
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
例
に
よ
り
算
出
す
る
。

３　

前
項
に
規
定
す
る
費
用
は
あ
ら
か
じ
め
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す

る
規
程
の
廃
止
）

２　

政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す

る
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号
）
は
廃
止
す
る
。

��

�
�
�
�
�
�
	

　
佐
賀
県
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
４４
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
６
号
）
第

６
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２１
年
度
佐
賀
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）〔
行
政
特
別

枠
〕
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　
　
平
成
２０
年
１２
月
２６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
人
事
委
員
会
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委
員
長
　
　
馬
　
　
場
　
　
昌
　
　
平

１
　
試
験
の
区
分
　
行
政

２
　
受
験
資
格

　
�
　
受
験
資
格

　
　
ア
　
昭
和
５９
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
６３
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

イ
　
昭
和
６３
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第

２６
号
）
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）
を
卒
業
又
は
平
成
２２
年
３
月
ま
で

に
卒
業
見
込
み
の
者
（
人
事
委
員
会
が
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者
を
含
む
。）

　
�
　
 次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
ア
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

イ
　
地
方
公
務
員
法（
昭
和
２５
年
法
律
第
２６１
号
）第
１６
条
各
号（
準
禁
治
産
者
を
含
む
。）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

３
　
書
類
選
考

　
�
　
選
抜
方
法
等

　
受
験
申
込
書
と
と
も
に
提
出
さ
れ
た
ア
ピ
ー
ル
シ
ー
ト
に
よ
り
書
類
選
考
を
行
い
ま

す
。

　
�
　
書
類
選
考
通
過
者
発
表

　
平
成
２１
年
４
月
２
日
（
木
曜
日
）
に
、
佐
賀
県
庁
の
掲
示
板
に
通
過
者
の
受
験
番
号

を
掲
示
す
る
ほ
か
、
通
過
者
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

４
　
第
一
次
試
験

　
�
　
試
験
の
実
施
日

　
　
　
平
成
２１
年
４
月
１２
日
（
日
曜
日
）

　
�
　
試
験
地

　
　
　
佐
賀
市
又
は
東
京
都

�
　
試
験
種
目
及
び
内
容
は
次
表
の
と
お
り
と
し
、
教
養
試
験
の
出
題
分
野
は
別
表
の
と

お
り
と
し
ま
す
。

内
　
　
　
　
容

試
験
種
目

　
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
の
五
枝
択
一
式
問
題
５０
問
に
よ

る
筆
記
試
験

教
養
試
験

　
思
考
力
、
総
合
的
判
断
力
、
論
理
性
、
文
章
に
よ
る
表
現
力
等
に

つ
い
て
の
筆
記
試
験

論
文
試
験

　
な
お
、
論
文
試
験
は
第
一
次
試
験
で
実
施
し
ま
す
が
、
第
一
次
試
験
合
格
者
発
表
後

に
第
一
次
試
験
合
格
者
の
み
採
点
し
、
第
二
次
試
験
合
格
者
の
決
定
に
使
用
し
ま
す
。

�
　
第
一
次
試
験
合
格
者
発
表

　
平
成
２１
年
４
月
下
旬
に
、
佐
賀
県
庁
の
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る

ほ
か
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

５
　
第
二
次
試
験

　
�
　
試
験
の
実
施
日

　
　
　
平
成
２１
年
５
月
上
旬
～
中
旬
（
予
定
）

　
　
　
第
一
次
試
験
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

　
�
　
 試
験
地

　
　
　
佐
賀
市

　
�
　
試
験
種
目

　
　
　
面
接
試
験
及
び
適
性
検
査

　
�
　
第
二
次
試
験
合
格
者
発
表

　
平
成
２１
年
５
月
下
旬
に
、
佐
賀
県
庁
の
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る

ほ
か
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

６
　
第
三
次
試
験

　
�
　
試
験
の
実
施
日

　
　
　
平
成
２１
年
６
月
上
旬
（
予
定
）

　
　
　
第
二
次
試
験
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

　
�
　
試
験
地

　
　
　
佐
賀
市
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�
　
試
験
種
目

　
　
　
面
接
試
験
及
び
身
体
検
査

７
　
最
終
合
格
者
発
表

　
平
成
２１
年
６
月
上
旬
に
、
佐
賀
県
庁
の
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

８
　
採
用
候
補
者
名
簿
及
び
採
用
方
法

　
採
用
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
、
最
終
合
格
者
の
氏
名
を
成
績
順
に
記
載
し
ま
す
。

　
採
用
は
、
名
簿
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
に
提
示
し
た
者
の
う
ち
か
ら
任
命
権
者
が
行
い

ま
す
。

９
　
試
験
案
内
書
及
び
受
験
申
込
書
の
交
付

　
�
　
 ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
方
法

　
佐
賀
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w

w
w
.pref.saga.lg.jp/）

か
ら
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
所
定
の
用
紙
に
印
刷
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�
　
交
付
場
所

　
　
　
佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局

　
　
　
さ
が
元
気
ひ
ろ
ば
（
県
民
総
合
相
談
・
情
報
提
供
窓
口
）

　
　
　
佐
賀
県
税
事
務
所

　
　
　
唐
津
県
税
事
務
所

　
　
　
武
雄
県
税
事
務
所

　
　
　
産
業
技
術
学
院

　
　
　
鳥
栖
農
林
事
務
所

　
　
　
伊
万
里
農
林
事
務
所

　
　
　
鹿
島
農
林
事
務
所

　
　
　
神
埼
土
木
事
務
所

　
　
　
首
都
圏
営
業
本
部

　
　
　
関
西
・
中
京
営
業
本
部

　
�
　
郵
送
に
よ
る
請
求
方
法

　
封
筒
の
表
に
「
行
政
特
別
枠
請
求
」
と
朱
書
き
し
、１４０

円
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明

記
の
定
形
の
返
信
用
封
筒
（
角
形
２
号
封
筒
（
縦
３３
．
２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
２４
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
））
を
必
ず
同
封
し
、
佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。

１０
　
受
験
申
込
の
方
法

　
�
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
の
場
合
（
推
奨
）

　
佐
賀
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
申
請
・
届
出
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
直
接
所
定
の
事
項
を
入
力
し

て
く
だ
さ
い
。

　
�
　
持
参
又
は
郵
送
の
場
合

　
提
出
先
　
佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
郵
便
番
号
 ８４０
－
８５７０

　
佐
賀
市
城
内
一

丁
目
１
番
５９
号
県
庁
内
）

　
受
験
申
込
書
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
受
験
票
送
付
用
の
８０
円
切
手
を
は
り
付
け

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１１
　
申
込
み
の
受
付
期
間

　
�
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
の
場
合
（
推
奨
）

　
平
成
２１
年
２
月
２
日
（
月
曜
日
）
９
時
か
ら
平
成
２１
年
２
月
２７
日
（
金
曜
日
）
１７
時

ま
で
に
受
信
し
た
も
の
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
�
　
持
参
の
場
合

　
平
成
２１
年
２
月
２
日
（
月
曜
日
）
か
ら
平
成
２１
年
２
月
２７
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
８

時
３０
分
か
ら
１７
時
ま
で
の
間
に
受
け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２３
年
法
律
第
１７８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
等
の
閉
庁
日

は
除
き
ま
す
。

　
�
　
郵
送
の
場
合

　
平
成
２１
年
２
月
２
日
（
月
曜
日
）
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　
な
お
、
２
月
２７
日
（
金
曜
日
）
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
し
ま
す
。

１２
　
問
い
合
わ
せ
先

　
　
佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
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出
　
題
　
分
　
野

社
会
科
学
（
法
律
、
政
治
、
経
済
、
社
会
一
般
、
人
権
等
）、
人
文
科
学
（
日
本
史
、
世
界
史
、

地
理
、
思
想
・
哲
学
、
文
学
・
芸
術
等
）、
自
然
科
学
（
数
学
、
物
理
、
化
学
、
生
物
、
地
学

等
）、
文
章
理
解
、 
判
断
推
理
、
数
的
推
理
、
資
料
解
釈
、
情
報
に
関
す
る
問
題
（
パ
ソ
コ
ン

検
定
３
級
程
度
の
問
題
等
）、
佐
賀
県
に
関
す
る
問
題
等

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　
　
　

佐
賀
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
佐
賀
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

��

�
�
�
�
�
	



　
　
郵
便
番
号
 ８４０
－
８５７０

　
佐
賀
市
城
内
一
丁
目
１
番
５９
号

　
　
電
話
　
直
通
　
０９５２

－
２５
－
７２９５

�
�

教
養
試
験
出
題
分
野
一
覧
表
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